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岩手県風力発電導入構想の廃止について  
１ 経緯                           

（１）風力発電に係る取組状況 

・ 県は、風力発電の導入可能性が高いと見込まれる地域を示し、開発事業者を誘致するため、岩手県風力発電導入構想を策定（H27.3） 

・ 関係市町村等を構成員とする風力発電導入構想連絡会、庁内連携組織として立地円滑化チームを設置し、導入を促進 

・ 現在までに、構想において導入可能性の高い地区と選定された区域では想定設置規模を超える導入計画が策定され、導入が進んで

いるほか、それ以外の区域にも新たな風力発電の立地が相当程度計画されているなど、風力発電の導入が進んでいる。 

表 風力発電導入構想選定地域周辺の現在の状況（R5.4.1 現在） 

想定設置規模 立地済 立地計画 

最大 220MW 程度 76.07MW 1164.8MW 

（２）再生可能エネルギー導入を取り巻く状況 

・ 令和３年には、地球温暖化対策推進法が改正され、地域の合意形成を円滑化しつつ、地域の脱炭素化を促進するため、市町村が促

進区域や地域ごとの配慮事項を定めることができることになった。（R４.４施行） 

・ 令和４年度に行った第２次岩手県地球温暖化対策実行計画の改訂において、促進区域の設定に関する岩手県基準を策定 

２ 今後の対応   

・ 導入可能性の高い地域への導入が進んだことから、風力発電導入構想については、一定の役割を終えたと判断し、令和５年６月末

をもって廃止 

・ 今後は、促進区域の設定に関する基準の周知を行うとともに、風力発電が適地に導入されるように、市町村の促進区域設定に向け

た取組等を支援していく。（県市町村ＧＸ推進会議、再生可能エネルギー導入支援マップ、温暖化対策実行計画策定支援 等） 
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岩手県環境審議会運営規程の一部改正について 

（地球温暖化防止に関する事項の審議について） 

１ 趣旨 

大気部会の審議事項とされている「地球温暖化防止に関する事項」について、県として脱炭素社会の形成を重点的に進める観点等から、審議会本

体において幅広く議論するため、所要の整備を行うもの。 

２ 改正の理由 

⑴ 令和５年３月に第２次岩手県地球温暖化対策実行計画を改訂し、省エネルギー対策の推進、再生可能エネルギーの導入促進、森林吸収減対策な

ど多様な手法による地球温暖化対策の推進により、2030 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度比で 57％削減する新たな目標を設定したところ。 

⑵ これらを踏まえ、今後における地球温暖化防止や脱炭素社会の形成に係る事項に関しては、複数の部会にまたがる内容であることや、多岐にわ

たる専門家の知見の下で審議を行う必要があることから、審議会本体において幅広く議論しようとするもの。 

３ 改正案 

岩手県環境審議会運営規程新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

別表１ 

部会名 審議事項 

大気部会 １～４ ［略］ 

５ 地球温暖化防止に関する事項 

［略］ 
 

別表１ 

部会名 審議事項 

大気部会 １～４ ［略］ 

 

［略］ 
 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

４ 備考 

⑴ 地球温暖化防止に関する事項を審議する際には、必要に応じて環境省担当者等専門家にオブザーバー参加を求める。 

⑵ 地球温暖化防止に係る計画改訂等、特に集中して審議すべき事項がある際には、運営規定第８条第２項に基づき「特別部会」を設置し、審議を

行うこととする。  

資料 No.２ 



（参考） 

（１）部会の「審議事項」は岩手県環境審議会運営規程（以下「運営規程」という。）第８条第４項により、「議決事項」は運営規程第９条第１項によ

りそれぞれ規定されている。なお、議決事項の内容は法令に基づき、基本的に計画や県民の権利の制限等に関する事項とされている。 

（２）大気部会以外の部会においては、審議事項は議決事項に関連するものが規定されているが、大気部会の審議事項である「地球温暖化防止に関す

る事項」には関連する議決事項がなく、審議のみを行うこととなっている状況にある。 

○審議事項及び議決事項 

部会
名 

審議事項 
（別表１） 

議決事項（別表２） 
議決事項の法令根拠 

大気
部会 

１ 大気汚染防止に関する事項 ７ 大気汚染測定計画の作成 ※１ 
 
 
 
 
４：生活環境保全条例第33条第２
項 

２ 騒音防止に関する事項 １ 騒音に係る環境基準の類型指定 
２ 航空騒音に係る環境基準の類型指定 
３ 新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型指定 
４ 騒音規制地域の指定及び当該指定に係る規制基準の設定 

３ 振動防止に関する事項 ５ 振動規制地域の指定及び当該指定に係る規制基準の設定 

４ 悪臭防止に関する事項 ６ 悪臭規制地域の指定及び当該指定に係る規制基準の設定 

５ 地球温暖化防止に関する事項 （なし） 

水質
部会 

１ 公共用水域及び地下水の水質汚濁
防止に関する事項 

１ 公共用水域、地下水及び土壌測定計画の作成 
２ 水質環境基準の水域類型指定 
３ 健康有害物質等に係る排水基準の設定 
４ 健康有害物質使用汚水等排出施設の構造基準等の設定 
５ 健康有害物質に係る土壌及び地下水の基準値の設定 
６ 生活排水対策重点地域の指定 

※１ 
水質汚濁防止法第 21条 

２ 土壌汚染防止に関する事項 

自然 
・ 
鳥獣
部会 

１ 自然環境保全地域及び環境緑地保
全地域に関する事項 

１ 自然環境保全地域の区域変更及び保全計画 
２ 環境緑地保全地域の区域変更及び保全計画 

※２ 
 
 
 
 
 
 
６：鳥獣保護管理法第４条第４項 
 

２ 自然公園に関する事項 ３ 県立自然公園の区域変更 
４ 県立自然公園計画の決定、廃止及び変更 

３ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に
関する事項 

５ 鳥獣保護管理事業計画の作成及び変更 
６ 第一種特定鳥獣保護計画及び第二種特定鳥獣管理計画の作成及び変更 
７ 狩猟鳥獣の捕獲の禁止又は制限 
８ 第一種特定鳥獣及び第二種特定鳥獣の捕獲の禁止又は制限 
９ 鳥獣保護区の指定及び特別保護地区の指定 
10 猟区の維持管理に係る事務の受託者の指定 



４ 希少野生動植物の保護に関する事
項 

11 指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の指定及び指定解除 
12 指定希少野生動植物の生息地等保護区の指定及び指定解除 
13 指定希少野生動植物の管理地区の指定及び指定解除 
14 指定希少野生動植物の保護管理事業計画の策定及び変更 

温泉
部会 

５ 温泉に関する事項 １ 温泉掘削、増掘及び動力装置の許可又は不許可の処分 
２ 温泉掘削、増掘及び動力装置の許可の取り消し、公益上必要な措置命
令の処分 

３ 温泉採取の制限の処分 

※２ 
温泉法第 32 条 

※１ 環境基本法第43条  

※２ 自然環境保全法第51条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岩手県環境審議会運営規程 
（趣旨） 

第１条 この規程は、岩手県環境審議会条例（平成６年岩手県条例第36号、以下「条例」という。）第８条第３項及び第10条の規定により、岩手県環境審議会

（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする｡ 

 

（審議会の招集の通知） 

第２条 知事は、審議会を召集するときは、あらかじめ、会議の日時、場所及び付議事項を委員に通知するものとする｡ 

 

（審議会の公開等） 

第３条 審議会の会議は、公開とする｡ 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、議長が審議会に諮って、これを公開しないことができる｡ 

(１) 情報公開条例（平成10年岩手県条例第49号）第７条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項について調査審議する場合 

(２) 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障を生ずることが明らかに予想される場合 

 

（傍聴人に対する指示） 

第４条 議長は、傍聴人に対し、必要な指示をすることができる｡ 

 

（意見の聴取） 

第５条 議長は、議事の調査審議に関し、特に専門的な意見を聴く必要があると認めたときは、審議会に諮って、関係者に出席を求めて意見を聴くことがで

きる。 

 

（採決） 

第６条 議長は、議題について採決しようとするときは、その議題及び採決する旨を会議に宣告するものとする｡ 

２ 採決は、挙手又は投票の方法によるものとし、議長は、そのつど会議に諮って決定するものとする｡ 

３ 前項の規定にかかわらず、議題について出席委員に異議がないと認めるときは、議長は、これを確かめた後に採決の手続を省略して、可決の旨を宣告す

ることができる｡ 

改訂後 



（議事録の作成） 

第７条 審議会は、会議の議事について、そのつど議事録を作成するものとする｡ 

２ 前項の議事録には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする｡ 

(１) 開催の日時及び場所 

(２) 出席者の氏名 

(３) 議事の概要 

(４) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項 

 

（部会） 

第８条 条例第８条第１項の規定により、審議会に次の部会を置く。 

  大気部会  水質部会  自然・鳥獣部会  温泉部会 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が必要と認めたときは、審議会に諮って部会を設置することができる。 

３ 知事は、必要と認めたときは、合同で部会を開催することができる。 

４ 部会の審議事項は、別表１のとおりとする。 

５ 議長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、審議事項を部会に付議することができる｡ 

６ 部会に、付議事項に係る専門調査員を出席させることができる｡ 

７ 第２条から前条までの規定は、部会に準用する｡ 

 

（部会の議決） 

第９条 条例第８条第３項の規定に基づき、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる事項は、別表２のとおりとする。 

２ 議長は、前項の規定にかかわらず、審議会に諮って、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

３ 前２項の規定による議決をしたときは、部会長は、その旨を直近に開催される審議会に報告するものとする｡ 

 

（代理出席） 

第10条 委員又は特別委員のうち、市町村長及び関係行政機関の職員である者は、本人が出席できない場合に限り、あらかじめ指名する者を代理出席させる

ことができる。 



（部会の庶務） 

第11条 部会の庶務は、大気部会にあっては環境生活企画室及び環境保全課、水質部会にあっては環境保全課、自然・鳥獣部会及び温泉部会にあっては自然

保護課において処理する｡  

２ 第８条２項の規定に基づき設置された部会の庶務については、そのつど定めるものとする｡ 

３ 各部会の庶務の処理に当たっては、環境生活企画室と協議を行うものとする｡ 

 

別表１  

部 会 名 審     議     事     項 

大 気 部 会 

１ 大気汚染防止に関する事項 

２ 騒音防止に関する事項 

３ 振動防止に関する事項 

４ 悪臭防止に関する事項 

水 質 部 会 
１ 公共用水域及び地下水の水質汚濁防止に関する事項 

２ 土壌汚染防止に関する事項 

自然 ・鳥獣 

部 会 

１ 自然環境保全地域及び環境緑地保全地域に関する事項 

２ 自然公園に関する事項 

３ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関する事項 

４ 希少野生動植物の保護に関する事項 

温 泉 部 会 温泉に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２ 

部 会 名 議     決     事     項 

大 気 部 会 

１ 騒音に係る環境基準の類型指定 

２ 航空騒音に係る環境基準の類型指定 

３ 新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型指定 

４ 騒音規制地域の指定及び当該指定に係る規制基準の設定 

５ 振動規制地域の指定及び当該指定に係る規制基準の設定 

６ 悪臭規制地域の指定及び当該指定に係る規制基準の設定 

７ 大気汚染測定計画の作成 

水 質 部 会 

１ 公共用水域、地下水及び土壌測定計画の作成 

２ 水質環境基準の水域類型指定 

３ 健康有害物質等に係る排水基準の設定 

４ 健康有害物質使用汚水等排出施設の構造基準等の設定 

５ 健康有害物質に係る土壌及び地下水の基準値の設定 

６ 生活排水対策重点地域の指定 

自然 ・鳥獣 

部 会 

１ 自然環境保全地域の区域変更及び保全計画 

２ 環境緑地保全地域の区域変更及び保全計画 

３ 県立自然公園の区域変更 

４ 県立自然公園計画の決定、廃止及び変更 

５ 鳥獣保護管理事業計画の作成及び変更 

６ 第一種特定鳥獣保護計画及び第二種特定鳥獣管理計画の作成及び変更 

７ 狩猟鳥獣の捕獲の禁止又は制限 

８ 第一種特定鳥獣及び第二種特定鳥獣の捕獲の禁止又は制限 

９ 鳥獣保護区の指定及び特別保護地区の指定 

10 猟区の維持管理に係る事務の受託者の指定 

11 指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の指定及び指定解除 

12 指定希少野生動植物の生息地等保護区の指定及び指定解除 

13 指定希少野生動植物の管理地区の指定及び指定解除 

14 指定希少野生動植物の保護管理事業計画の策定及び変更 

温 泉 部 会 

１ 温泉掘削、増掘及び動力装置の許可又は不許可の処分 

２ 温泉掘削、増掘及び動力装置の許可の取り消し、公益上必要な措置命令の処分 

３ 温泉採取の制限の処分 
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